
契約変更理由書 

神戸市 

 工  事  名 令和7年度西部管内大型案内標識更新工事 

 契約変更後の工事概要 

    大型案内標識撤去 （当初）4基  （変更）4基 

大型案内標識設置 （当初）4基  （変更）3基 ※1基は標識柱製作のみ 

 設計変更の理由 

1. 離宮前町2丁目の標識について 

公安委員会との通行止めに関する交通規制協議が整わず、門型柱撤去工が減工となる。         

また、各地下埋設物管理者との協議立会の結果、新設する標識の基礎を設置するには上水

事業者と離隔がとれず、標識板・柱の製作のみ行うため標識設置工・基礎工が減工とな

る。 

2. 南落合3丁目の標識について 

当初支給品を設置する想定であったが、現地踏査の結果支給品を用いることが出来ず、新

規に制作し設置を行うため標識板・柱の制作設置が増工となる。 

3. 既設の基礎撤去について 

各地下埋設物管理者との協議立会の結果、基礎の撤去により埋設物を損傷させる可能性が

あり残置するため、基礎撤去が減工となる。 

4.その他 

着手前の現地調査に基づく現地の地形等条件に応じた施工数量の増減が発生したため。 

 


